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１【提出理由】

　当社において特定子会社の異動を伴う株式取得が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内

容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第３号の規定に基づき、臨時報告書を提出するものであります。

　

２【報告内容】

(1)当該異動に係る特定子会社の名称、住所、代表者の氏名、資本金の額及び事業の内容　

①名称　　　　　　九州産交運輸株式会社

②住所　　       熊本県熊本市南区流通団地二丁目20番３

③代表者の氏名　　代表取締役社長　荒川泰治

④資本金の額　　　未定（※）（約９億円を想定）

⑤事業の内容　　　貨物自動車運送事業、貨物利用運送事業（鉄道・航空）、倉庫業、通関業等

（※）当該特定子会社の取得に先立ち、当該特定子会社の事業のうち、特別積み合わせ貨物運送事業は４月１日

に会社分割（以下、「本件会社分割」）によって分離され、九州産交運輸株式会社の親会社であるトールエ

クスプレスジャパン株式会社に承継される予定であります。本件会社分割に基づき分離される特別積み合わ

せ貨物運送事業を除外した場合の資本金の額は未定であり、現在想定される概算額を記載しております。

　

(2)当該異動の前後における当社の所有に係る当該特定子会社の議決権の数及び当該特定子会社の総株主等の議決権に

対する割合

 所有議決権の数（出資金額） 総株主等の議決権（出資総額）に対する割合

異動前 ― ―

異動後 未定（約９億円を想定） 100.0％
 

　

(3)当該異動の理由及びその年月日

①当該異動の理由

当社は、平成26年３月19日開催の取締役会において、九州産交運輸株式会社の事業のうち、特別積み合わせ貨物

運送事業が会社分割によって分離され、親会社であるトールエクスプレスジャパン株式会社に承継された後、九州

産交運輸株式会社の株式の全部を取得する旨の株式売買契約書を締結することを決議いたしました。当該株式売買

契約の実行により、九州産交運輸株式会社は当社の特定子会社に該当することとなります。

　
②異動の年月日

平成26年５月１日（予定）
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